
日 時：２０１４年５月９日（金）１８：３０～ 

場 所：岡山市勤労者福祉センター４F・第２会議室 

〒700-0905 岡山市北区春日町5-6 TEL：086-233-8311 

主 催：岡山県パート・臨時労組連絡会 
〒700-0905 岡山市北区春日町5-6勤労者福祉センター3F岡山県労働組合会議内 

Tel：086-221-0133 Fax：086-221-3595 Mail：okakenro@mx1.tiki.ne.jp 

伊藤圭一さん（全労連調査局長 ） 

お話し：最低賃金をとりまく情勢（仮） 

  

講 師 

 欧米諸国では最低賃金1000円以上、最低月収20万円以上

が当たり前です。アジア諸国でも賃金が引き上げられ、最低

賃金制度の創設が進んでいます。 

 最低賃金引き上げは企業への負担が大きいとの意見もあり

ます。いま岡山県の最低賃金は703円です。この金額では12

万円程度の月収にしかならず、暮らしは成り立ちません。 

 日本がグローバル・スタンダードに追いつくためにはどう

したらいいのでしょうか。最賃体験を通して、そのヒントを

見付けましょう。  


